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文
科
省
が
昨
年
11

月
に
『
放
射
線
等

に
関
す
る
副
読

本
』（
児
童
生
徒

と
教
師
用
）
を
作
成
、
全
国

の
小
・
中
学
校
と
高
校
に
配

布
し
た
。
東
京
電
力
の
福
島

第
一
原
発
災
害
後
の
放
射
能

汚
染
の
恐
怖
を
子
ど
も
た
ち

に
周
知
す
る
も
の
と
期
待
し

た
が
、
あ
て
が
外
れ
た
▼
内

容
は
原
子
力
発
電
所
や
放
射

線
被
害
に
ほ
っ
か
む
り
「
放

射
線
は
日
常
的
に
身
の
回
り

に
あ
る
安
全
な
も
の
で
す

よ
」
と
い
う
原
発
推
進
の
宣

伝
刊
行
物
だ
。
原
発
は
「
放

射
性
物
質
を
利
用
し
て
い
る

施
設
」
と
し
て
子
ど
も
た
ち

に
説
明
。
常
に
微
量
な
放
射

線
廃
棄
物
を
排
出
し
て
い
る

原
発
と
、
病
院
の
Ｘ
線
室
な

ど
を
同
列
に
み
せ
る
詐
術
▼

「
日
本
で
は
自
然
か
ら
１
年

間
に
う
け
て
い
る
放
射
線
の

量
は
一
人
当
た
り
約
１
・
５

ｍ
Ｓ
Ｖ
。
水
仙
の
花
か
ら

も
、
宇
宙
か
ら
も
、
空
気
か

ら
も
で
て
い
ま
す
よ
」
と
絵

で
紹
介
。「
放
射
線
は
私
た

ち
の
身
の
回
り
に
こ
ん
な
に

あ
り
、
危
険
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
安
心
だ
よ
」
と
い
う
メ

ッ
セ
ー
ジ
で
編
集
さ
れ
て
い

る
▼
京
都
大
学
の
小
出
裕
章

助
教
授
の
「
原
発
は
安
全
で

は
な
か
っ
た
。
事
故
で
放
射

能
汚
染
や
被
曝
災
害
を
起
こ

し
て
い
る
事
実
を
伝
え
た
上

で
、
放
射
線
の
基
礎
的
な
こ

と
を
説
明
す
べ
き
」
と
の
批

判
は
当
然
。
素
人
考
え
で
も

そ
う
思
う
。 

（
蕪
）

人権連が同和問題セミナーと政府交渉人権連が同和問題セミナーと政府交渉

「人権委員会」設置法案（概要）「人権委員会」設置法案（概要）一一
いちいち

から出直せから出直せ

侵
す
た
め
、
多
く
の
弁
護
士

も
批
判
し
て
い
る
と
報
告
。

入
口
は
「
人
権
救
済
」
で
、

出
口
は
「
解
同
」
の
「
差

別
」
の
法
規
制
と
い
う
ご
ま

か
し
。「
解
同
」
の
確
認
・

（
組
坂
繁
之
「
解
同
」
委
員

長
）
と
容
認
し
て
い
ま
す
。

　

同
事
務
局
長
は
、
昨
年
の

12
月
に
法
務
省
の
政
務
三
役

が
同
法
案
の
「
概
要
」
を
発

表
し
て
お
り
、
今
期
通
常
国

会
に
提
出
す
る
動
き
が
あ
る

と
指
摘
。「
概
要
」
の
内
容

は
廃
案
に
な
っ
た
自
民
党
政

権
当
時
の
も
の
と
同
じ
で
、

政
府
か
ら
の
独
立
機
関
で
な

く
、
公
権
力
や
大
企
業
の
人

権
侵
害
が
救
済
で
き
ず
、
逆

に
『
人
権
侵
害
』
を
名
目
と

し
た
言
論
・
表
現
の
自
由
を

そ
の
も
の
か
ら
国
民
的
検
討

を
求
め
、
法
案
提
案
の
折
は

廃
案
運
動
を
す
す
め
た
い
と

問
題
提
起
し
ま
し
た
。

　

新
た
な
「
人
権
委
員
会
」

は
、
部
落
差
別
な
ど
差
別
助

長
行
為
を
国
民
間
の
人
権
侵

害
と
み
な
し
て
調
査
、
勧
告

し
、
強
制
力
を
も
つ
機
関
を

法
務
省
の
外
局
と
し
て
設
置

す
る
も
の
。「
解
同
」
が
85

年
か
ら
要
求
し
て
い
る
「
部

落
解
放
基
本
法
」
の
差
別
規

制
法
案
が
源
流
で
、「
小
さ

く
産
ん
で
大
き
く
育
て
る
」

　

セ
ミ
ナ
ー
開
催
で
丹
波
正

史
議
長
は
、
社
会
問
題
と
し

て
の
部
落
問
題
は
基
本
的
に

解
決
、
全
解
連
を
地
域
人
権

連
に
発
展
改
組
し
た
が
、
一

方
で
「
部
落
差
別
深
刻
論
」

と
い
っ
た
逆
流
が
、
運
動
団

体
や
行
政
・
教
育
、
マ
ス
コ

ミ
・
出
版
界
で
み
ら
れ
、
問

題
解
決
の
現
状
を
軽
視
す
る

誤
っ
た
流
れ
が
あ
る
。
そ
れ

ら
の
考
え
方
を
克
服
す
る
一

助
と
し
て
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
て
い
る
と
挨
拶
。

　

新
井
直
樹
事
務
局
長
は
、

人
権
救
済
機
関
の
立
法
根
拠

　

全
国
地
域
人
権
運
動
総
連
合
（
人
権
連
）
は
１
月
26
日
、
東
京
都
内
で
同
和
問
題

セ
ミ
ナ
ー
を
開
き
、「
人
権
委
員
会
」
設
置
に
係
る
動
向
と
全
国
人
権
連
の
立
場
、

「
同
和
問
題
解
決
の
現
状
」（
神
奈
川
）、「
人
権
条
例
を
め
ぐ
る
状
況
」（
兵
庫
）、

「
同
和
減
免
脱
税
裁
判
に
み
る
『
解
同
』
利
権
」（
福
岡
）
に
つ
い
て
論
議
し
ま
し
た
。

　

翌
27
日
は
法
務
省
、
経
産
省
な
ど
７
省
と
新
た
な
「
人
権
委
員
会
」
設
置
法
案
の

問
題
点
を
指
摘
、「
福
島
救
済
の
特
別
措
置
法
の
設
置
要
求
」
な
ど
当
面
す
る
国
民

の
要
求
や
諸
課
題
で
政
府
交
渉
を
も
ち
ま
し
た
。（
３
月
号
で
紹
介
）

糾
弾
を
合
法
化
す
る
法
案

は
、
国
民
の
権
利
を
侵
害
す

る
も
の
で
あ
り
、
自
由
法
曹

団
な
ど
民
主
団
体
と
協
議

し
、
廃
案
の
運
動
を
広
め
た

い
と
訴
え
ま
し
た
。

条
例
」
の
問
題
点
を
紹
介
。

三
木
市
で
人
権
条
例
が
で
き

て
、
市
長
ら
３
人
だ
け
の
市

長
室
で
の
極
内
輪
の
会
話
が

盗
聴
さ
れ
「
差
別
発
言
」
と

し
て
問
題
に
さ
れ
た
り
、

　

同
和
問
題
セ
ミ
ナ
ー
第
３

部
は
国
民
融
合
全
国
会
議
常

任
幹
事
で
日
本
原
水
爆
被
害

者
団
体
協
議
会
事
務
局
次
長

被
爆
者
か
ら
言
わ
れ
て
い

る
。
い
ま
高
齢
者
に
な
っ
た

被
爆
者
た
ち
は
最
後
の
力
を

ふ
り
し
ぼ
っ
て
、
す
べ
て
の

被
爆
者
の
救
済
を
求
め
国
会

議
員
の
３
分
の
２
の
賛
同
署

名
、
国
民
運
動
を
展
開
し
て

い
る
こ
と
を
明
る
く
報
告
し

ま
し
た
。

な
に
か
の
と
き
に
不
安
と
恐

怖
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
被
爆
を
隠
せ
と
い
わ
れ

た
。
就
職
や
結
婚
な
ど
人
生

の
節
目
で
「
被
爆
者
」
と
し

て
の
不
安
に
か
ら
れ
た
と
心

情
を
吐
露
。

　

３
度
目
の
被
爆
は
「
今

回
」。
被
爆
者
と
し
て
生
き

て
被
団
協
の
事
務
次
長
と
し

て
再
び
被
爆
者
を
つ
く
ら
な

い
、
被
爆
者
に
国
が
補
償

し
、
救
済
す
る
運
動
を
推
進

し
て
い
る
。
72
歳
は
被
爆
者

と
し
て
一
番
若
い
。「
木
戸

と
一
緒
に
反
核
運
動
が
で
き

る
こ
と
が
幸
せ
」
と
年
配
の

　

最
後
に
作
家
の
大
江
健
三

郎
氏
や
安
斎
育
郎
立
命
館
大

名
誉
教
授
ら
と
被
団
協
の
岩

佐
幹
三
代
表
委
員
が
呼
び
か

け
発
起
人
と
な
っ
て
い
る

「
ノ
ー
モ
ア
・
ヒ
バ
ク
シ
ャ

記
憶
遺
産
を
継
承
す
る
会
」

へ
の
加
入
を
訴
え
、
講
演
を

し
め
く
く
り
ま
し
た
。

福
島
原
発
破
砕
を
考
え
る

福
島
原
発
破
砕
を
考
え
る

木
戸
氏
「
３
度
の
被
爆
体
験
」
を
語
る

木
戸
氏
「
３
度
の
被
爆
体
験
」
を
語
る

同和問題セミナーであいさつする全国人権連の丹波正史議長

「
人
権
教
育
・
啓
発
」
が
常

態
化
。
旧
香
住
町
人
権
条
例

制
定
後
、「
解
同
」
は
「『
人

権
』
で
あ
れ
ば
ど
ん
な
質
問

で
も
か
わ
せ
る
」
と
人
権
条

例
を
議
会
審
議
の
便
法
に
悪

用
し
て
き
た
と
批
判
し
ま
し

た
。

　

福
岡
県
か
ら
は
植
山
光
朗

県
連
事
務
局
長
が
「
解
同
」

中
央
本
部
と
大
阪
国
税
局
が

交
わ
し
た
同
和
減
免
の
「
７

項
目
の
確
認
事
項
」
の
存
在

が
、
福
岡
地
裁
で
の
法
人
税

法
違
反
事
件
の
証
人
調
べ
で

露
見
。
元
小
倉
税
務
署
長
が

「
解
同
」
県
連
の
顧
問
税
理

士
と
し
て
「
同
和
減
免
」
措

置
を
使
い
「
解
同
」
企
業
な

ど
の
脱
税
指
南
を
し
て
い
た

実
態
を
裁
判
傍
聴
メ
モ
で
報

告
。
福
岡
国
税
局
に
対
し
同

和
特
権
、「
解
同
」
利
権
を

認
め
な
い
是
正
措
置
を
求
め

て
い
る
と
報
告
し
ま
し
た
。

福
島
救
済
特
別
措
置
法
要
求

福
島
救
済
特
別
措
置
法
要
求

被爆体験を語る木戸季市氏

　

セ
ミ
ナ
ー
の
後
半
で
は

各
県
か
ら
の
報
告
。
神
奈

川
県
連
の
長
嶋
茂
書
記
長

は
、
神
奈
川
県
が
同
和
地

区
指
定
の
解
除
、
行
政
窓

口
か
ら
同
和
の
名
称
を
廃

止
、
同
和
教
育
・
同
和
教

育
基
本
方
針
を
廃
止
し
た

状
況
を
詳
細
な
資
料
を
示

し
な
が
ら
説
明
。
地
域
で

の
暮
ら
し
と
人
権
を
守
る

取
り
組
み
と
し
て
「
な
ん

で
も
相
談
」
活
動
を
推
進

し
て
い
る
と
報
告
し
ま
し

た
。　

　

兵
庫
県
か
ら
は
前
田
武

県
連
事
務
局
長
が
、「
解

同
」
が
県
下
で
策
動
し
て

い
る
「
人
権
（「
解
同
」）

の
木
戸
季
市
氏
（
72
）
が
自

ら
の
長
崎
で
の
被
爆
体
験
か

ら
「
福
島
原
発
破
砕
・
被
爆

問
題
を
考
え
る
」
で
講
演
。

び
た
こ
と
も
放
射
能
の
怖
さ

も
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
。
汚

染
さ
れ
た
水
を
飲
み
被
爆
し

た
缶
詰
を
食
べ
た
。
私
の
周

囲
で
ガ
ン
の
死
亡
者
ば
か

り
。
被
爆
２
世
の
ガ
ン
が
増

え
て
い
る
」
と
紹
介
。

　

２
度
目
の
「
被
爆
体
験
」

は
52
年
８
月
に
『
ア
サ
ヒ
グ

ラ
フ
』
が
原
爆
被
害
特
集
号

で
自
分
が
被
爆
者
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は

　

木
戸
氏
は
最
初

の
被
爆
体
験
は
、

と
話
を
き
り
だ
し

「
45
年
８
月
９

日
、
長
崎
で
爆
心

地
か
ら
２
㌔
の
付

近
で
被
爆
。
当

時
、
放
射
線
を
浴

第
８
回
地
域
人
権
問
題

第
８
回
地
域
人
権
問
題

全
国
研
究
集
会
の
お
知
ら
せ

全
国
研
究
集
会
の
お
知
ら
せ

　

日
時　

　

日
時　

66
月月
3030
日（
土
）〜

日（
土
）〜
77
月
１
日（
日
）

月
１
日（
日
）

　

会
場　

京
都
テ
ル
サ

　

会
場　

京
都
テ
ル
サ
他他
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「
人
権
救
済
を
強
調
す
る
な

ら
、
現
実
の
国
民
の
く
ら
し
に

目
を
む
け
、
そ
の
実
態
に
た
っ

た
施
策
を
政
府
・
地
方
自
治
体

に
直
ち
に
講
ず
る
こ
と
を
求
め

る
」
と
す
る
特
別
決
議
を
採
択

し
た
。

　

い
ま
、
提
起
さ
れ
て
い
る

「
人
権
救
済
法
」
と
そ
れ
を
具

体
化
す
る
た
め
の
「
人
権
救
済

機
関
の
設
置
」
に
つ
い
て
は
２

０
０
２
年
３
月
末
に
「
地
対
財

特
法
」
が
失
効
し
て
の
ち
「
部

落
差
別
解
消
」
を
口
実
に
し
て

「
人
権
行
政
」
の
推
進
を
形
式

的
名
目
に
し
て
の
事
実
上
の

「
同
和
行
政
」
の
継
続
に
つ
な

　

人
権
救
済
法
に
つ
い
て

　

昨
年
２
０
１
１
年
８
月
２
日

の
記
者
会
見
で
法
務
大
臣
は

「
人
権
救
済
法
」
を
め
ぐ
っ
て

「
新
た
な
人
権
救
済
機
関
の
設

置
に
つ
い
て
（
基
本
方
針
）」

を
公
表
し
た
。

　

国
民
融
合
全
国
会
議
は
昨
年

の
第
36
回
総
会
に
お
い
て
「
あ

る
べ
き
新
た
な
人
権
救
済
法
案

は
、
せ
っ
そ
く
な
国
会
提
案
で

は
な
く
、
立
法
根
拠
そ
の
も
の

か
ら
国
民
的
な
検
討
と
議
論
に

附
す
こ
と
を
求
め
る
」
と
い
う

決
議
を
採
択
し
た
。
そ
し
て
２

０
１
１
年
の
第
37
回
総
会
で
は

が
る
と
考
え
ら
れ
る
「
人
権
侵

害
救
済
法
案
」
が
２
０
０
２
年

に
国
会
に
提
案
さ
れ
、
２
０
０

５
年
に
廃
案
に
な
っ
た
こ
と
を

受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
と
も
と
「
解
同
」
は
80
年

代
以
降
「
部
落
解
放
基
本
法
」

制
定
や
「
差
別
規
制
法
制
定
」

な
ど
を
求
め
て
い
た
。

　

そ
れ
は
特
別
措
置
と
し
て
の

同
和
事
業
を
完
了
・
終
結
さ
せ

部
落
問
題
の
解
決
を
展
望
す
る

民
主
的
諸
運
動
に
対
し
て
「
法

制
定
」
を
通
し
て
同
和
行
政
を

半
永
久
的
に
固
定
化
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
民
主
主
義

の
発
展
に
対
す
る
逆
流
を
な
す

も
の
で
あ
っ
た
。

　

い
わ
ゆ
る
興
信
所
条
例

　

１
９
８
５
年
３
月
、
大
阪
府

に
お
い
て
「
部
落
差
別
事
象
に

関
わ
る
調
査
等
の
規
制
等
に
関

す
る
条
例
」（
い
わ
ゆ
る
興
信

所
条
例
）
が
制
定
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
条
例
で
は
「
何
が
規
制

対
象
に
な
る
差
別
か
」
と
い
う

厳
密
な
構
成
要
件
の
規
定
・
定

義
が
あ
い
ま
い
不
明
確
な
ま
ま

で
、
規
制
だ
け
は
実
施
す
る
と

い
う
恣
意
的
か
つ
無
謀
・
不
当

な
も
の
で
あ
っ
た
。「
条
例
」

は
憲
法
に
違
反
す
る
と
す
る
き

び
し
い
指
摘
が
あ
っ
た
。

　

２
０
１
１
年
３
月
、
橋
下
知

事
（
当
時
）
は
「
解
同
」
の
要

求
を
う
け
、
不
動
産
業
者
等
関

連
業
界
が
「
同
和
地
区
の
所
在

地
等
を
調
査
す
る
こ
と
な
ど
を

「
差
別
助
長
行
為
」
と
し
て
規

制
す
る
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る

「
興
信
所
条
例
」
の
一
部
改
正

案
を
2
月
議
会
に
上
程
、
可
決

さ
せ
て
い
る
。
不
動
産
業
者
・

金
融
機
関
・
司
法
書
士
な
ど
が

規
制
対
象
に
な
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。

　

い
わ
ゆ
る
人
権
条
例

　

１
９
９
８
年
３
月
に
大
阪
府

は
「
差
別
の
な
い
人
権
尊
重
の

ま
ち
づ
く
り
条
例
」（
い
わ
ゆ

る
人
権
条
例
）
を
制
定
し
た
。

大
阪
で
は
そ
の
後
、
す
べ
て
の

自
治
体
で
い
わ
ゆ
る
「
人
権
条

例
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。　

　

こ
の
条
例
は
次
の
よ
う
な
本

質
的
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

　

①
行
政
に
よ
る
地
域
支
配
の

た
め
に
地
域
・
住
民
を
分
離
・

分
断
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

②
「
人
権
」
の
名
に
よ
っ
て
住

民
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る

こ
と
、
③
「
住
民
自
治
」
と

「
地
方
自
治
」
の
民
主
的
発
展

に
と
っ
て
の
重
大
な
障
害
に
な

る
こ
と
、
等
で
あ
る
。

　

大
阪
府
八
尾
市
の
「
八
尾
市

人
権
尊
重
の
社
会
づ
く
り
条

例
」
の
第
3
条
に
「
市
民
の
役

割
」
と
い
う
条
項
が
あ
る
。

　

「
市
民
は
家
庭
、
地
域
、
学

校
、
職
場
等
あ
ら
ゆ
る
場
に
お

い
て
、
お
互
い
に
人
権
を
尊
重

し
、
市
と
と
も
に
自
ら
が
ま
ち

づ
く
り
の
担
い
手
と
し
て
人
権

尊
重
の
社
会
の
実
現
に
努
め
る

行
政
の
責
任
を
棚
上
げ
し
て
国
民
を
監
視
す
る
人
権
政
策

行
政
の
責
任
を
棚
上
げ
し
て
国
民
を
監
視
す
る
人
権
政
策

国
民
融
合
全
国
会
議
・
代
表
幹
事　

内
藤　

義
道

人
権
侵
害
救
済
法
問
題

も
の
と
す
る
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
条
例
に
は
付
則
が

あ
り
、「
第
３
条
の
規
定
は
市

民
に
対
し
て
強
制
す
る
も
の
と

解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と

し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
市
の
す
す
め
る
施

策
に
対
し
て
、
住
民
の
協
力
を

義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

「
強
制
す
る
も
の
と
解
釈
し
て

は
な
ら
な
い
」
は
住
民
に
た
い

す
る
行
政
的
ど
う
喝
に
ひ
と
し

い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

「
人
権
条
例
」
の
制
定
に
あ

た
っ
て
も
「
人
権
」
と
い
う
概

念
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
定

義
は
な
い
。「
差
別
の
解
消
が

行
政
の
目
的
で
あ
り
、
差
別
が

あ
る
限
り
同
和
行
政
は
つ
づ
け

る
」
と
い
う
の
が
公
的
な
解
釈

だ
か
、
こ
こ
で
い
う
「
差
別
」

と
は
差
別
意
識
に
矮
小
化
し
て

と
ら
え
て
い
る
。

　

「
差
別
意
識
」
の
解
消
が
行

政
の
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
を

「
人
権
行
政
」
と
い
う
呼
称
に

か
え
て
、
事
実
上
の
同
和
行
政

の
継
続
化
・
固
定
化
を
は
か
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
く
り
か
え

す
が
、
そ
れ
は
行
政
に
よ
っ
て

地
域
を
分
離
し
旧
同
和
地
区
を

固
定
化
し
、
住
民
を
分
断
す
る

こ
と
で
地
域
支
配
を
強
化
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
住
民
意
識
を
行
政
的
に
支
配

し
、
統
制
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
。

　

す
で
に
、
大
阪
の
自
治
体
の

一
部
で
は
同
和
行
政(

教
育)

へ

の
批
判
に
対
し
「
差
別
の
助
長

に
つ
な
が
る
」「
人
権
条
例
違

反
の
疑
い
が
あ
る
」
と
か
、

「
人
権
教
育
で
（
教
師
に
）
し

ば
り
を
か
け
る
」
な
ど
の
発
言

が
あ
り
、
支
配
、
統
制
に
利
用

さ
れ
て
い
る
。

　

１
９
７
５
年
「
大
阪
中
之
島

公
会
堂
使
用
許
可
取
消
事
件
」

に
お
け
る
大
阪
地
裁
判
決
、
１

９
７
６
年
の
「
埼
玉
県
加
須
市

長
選
挙
無
効
事
件
に
お
け
る
東

京
高
裁
判
決
か
ら
み
て
も
民
主

主
義
と
住
民
の
基
本
的
人
権
に

と
っ
て
重
大
な
問
題
を
は
ら
ん

で
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
人
権
条
例
」
を
も
つ
大

阪
府
に
現
在
ど
ん
な
問
題

が
お
こ
っ
て
い
る
か

　

「
人
権
条
例
」
を
も
つ
大
阪
府

に
現
在
ど
ん
な
問
題
が
お
こ
っ
て

い
る
か
を
見
て
お
き
た
い
。

　

昨
年
４
月
の
統
一
地
方
選
挙

で
府
会
議
員
過
半
数
の
議
席
を

得
た
「
大
阪
維
新
の
会
」(

代

表
・
橋
下
徹)

は
、
直
後
「
君

が
代
斉
唱
強
制
条
例
」
と
「
議

員
定
数
削
減
条
例
」
を
ほ
と
ん

ど
審
議
す
る
こ
と
も
な
く
強
行

可
決
を
し
、
さ
ら
に
「
大
阪
都

構
想
」・「
教
育
基
本
条
例
案
」

・「
府
職
員
基
本
条
例
案
」
を

か
か
げ
て
い
る
。

　

こ
の
「
君
が
代
斉
唱
強
制
条

例
」
は
憲
法
19
条
の
「
思
想
お

よ
び
良
心
の
自
由
は
こ
れ
を
お

か
し
て
は
な
ら
な
い
。」
に
明

白
に
違
反
し
て
い
る
。

　

「
大
阪
都
構
想
」
は
地
方
議

会
を
形
骸
化
し
、
憲
法
が
保
障

す
る
「
地
方
自
治
」
を
破
壊
す

る
も
の
で
あ
る
。「
教
育
基
本

条
例
」
は
政
治
が
教
育
に
全
面

的
に
介
入
し
て
、
教
育
を
首
長

と
議
会
多
数
派
の
独
裁
的
支
配

の
下
に
お
こ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
教
育
へ
の
政
治

的
介
入
を
し
り
ぞ
け
、
教
育
の

自
由
を
保
障
し
た
憲
法
の
根
本

精
神
を
じ
ゅ
う
り
ん
す
る
暴
挙

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

「
人
権
問
題
」
と
は

　

「
人
権
問
題
」
と
は
す
べ
て

の
人
々
に
平
等
に
保
障
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
国
憲
法

が
保
障
す
る
基
本
的
人
権
の
享

有
が
妨
げ
ら
れ
た
り
、
奪
わ
れ

た
り
す
る
問
題
に
か
か
わ
る
。

　

憲
法
11
条
で
、「
国
民
は
す

べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有
を

さ
ま
た
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲

法
が
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的

人
権
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な

い
永
久
の
権
利
と
し
て
、
現
在

及
び
将
来
の
国
民
に
与
え
ら
れ

る
」
と
し
て
い
る
。
憲
法
の
基

本
理
念
で
あ
る
基
本
的
人
権
を

保
障
す
る
こ
と
・
施
策
を
具
体

的
に
す
す
め
る
こ
と
こ
そ
が
政

府
・
自
治
体
の
と
る
べ
き
重
大

な
責
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

「
人
権
」
の
概
念
・
定
義
さ

え
あ
い
ま
い
な
不
明
確
な
ま
ま

で
、「
人
権
救
済
法
」
を
め
ぐ

る
「
新
た
な
人
権
救
済
機
関
」

の
設
置
な
ど
不
必
要
だ
し
、
設

置
す
べ
き
で
な
い
。
大
阪
に
お

け
る
「
興
信
所
条
例
」・「
人
権

条
例
」
の
成
立
の
過
程
・
本
質

内
容
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る

と
思
う
。

　

日
本
国
憲
法
の
理
念
を
守

り
、
基
本
的
人
権
の
保
障
と
自

由
と
民
主
主
義
の
発
展
こ
そ
が

求
め
ら
れ
る
。

　

１
月
27
日
に
行
わ
れ
た
法

務
省
交
渉
は
丹
波
議
長
を
責

任
者
に
、
吉
村
副
議
長
、
新

い
、
削
除
要
請
の
法
的
根

拠
が
必
要
と
の
立
場
を
崩

し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

「
差
別
助
長
」
な
ど
識
別

情
報
の
問
題
は
名
称
な
ど

あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い

と
返
答
し
ま
し
た
。

　

一
部
の
自
治
体
に
み
ら

れ
る
「
登
録
型
本
人
通
知

制
度
」
に
つ
い
て
、
本
人

通
知
の
法
制
化
は
個
人
情

報
が
通
知
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
も
の
で
更
な
る
議
論

が
必
要
で
あ
り
、
不
正
防

止
の
改
正
を
し
た
戸
籍
法

へ
の
導
入
は
困
難
で
あ
る

と
、
民
事
局
と
相
談
し
た

結
果
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

（
２
０
１
１
・
12
・
15
）
に

示
し
た
「
人
種
等
の
共
通
の

属
性
を
有
す
る
不
特
定
多
数

の
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別

的
取
扱
い
を
助
長
・
誘
発
す

る
こ
と
を
目
的
」
と
し
た
行

為
と
説
明
。

　

交
渉
団
は
何
を
も
っ
て

「
目
的
」
と
判
断
す
る
の

か
、
構
成
要
件
は
、
人
権
侵

犯
処
理
に
占
め
る
割
合
は
、

ネ
ッ
ト
上
の
情
報
流
通
は
言

論
や
現
行
法
規
で
対
応
で
き

な
い
の
か
、
な
ど
と
指
摘

し
、
法
律
の
規
定
か
ら
削
除

を
求
め
ま
し
た
。

　

法
務
省
側
省
は
、
ネ
ッ
ト

上
の
問
題
は
放
置
で
き
な

「差別助長行為」規制問題
　名称見直しではすまない

法
務
省

法
務
省

法務省交渉（2012年1月27日）

井
事
務
局
長
等
12
人
が
参
加

し
ま
し
た
。

　

法
務
省
要
求
は
次
の
点
。

　

①
あ
ら

た
な
「
人

権
委
員
会

設
置
法

案
」（
仮

称
）
に
つ

い
て
、

権

力
や
大
企

業
に
よ
る

人
権
侵
害

の
み
を
強

制
救
済

し
、
調
査

手
続
き
の

対
象
に
上

げ
ら
れ
て
い
る
「
差
別
助
長

行
為
」
な
ど
言
論
表
現
に
係

わ
る
領
域
に
踏
み
込
ま
ず
、

法
律
の
必
要
性
・
有
用
性
を

国
民
公
開
で
行
い
拙
速
に
提

案
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

②
自
治
体
で
の
「
登
録
型

本
人
通
知
制
度
」
つ
い
て

「
見
解
」
を
求
め
る
。

　

③
人
権
啓
発
パ
ン
フ
は
、

同
和
問
題
が
解
決
へ
と
前
進

し
て
い
る
実
態
を
無
視
し

「
い
ま
だ
残
る
差
別
意
識
」

等
と
記
述
で
誤
っ
た
理
解
を

広
げ
て
い
る
。
適
切
な
措
置

を
求
め
る
。

　

法
務
省
は
、
差
別
助
長
行

為
に
つ
い
て
「
法
案
概
要
」
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